
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第１７３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月９日 １４時２８分ごろ 

発生場所 愛知県田原市立馬
た つ ま

埼西南西方沖 

 愛知県南知多町所在の尾張野島灯台から真方位２０１°１.２海里

付近 

 （概位 北緯３４°３８.３′ 東経１３６°５９.９′） 

事故等調査の経過 平成２５年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 OCEAN
オーシャン

 CRYSTAL
ク リ ス タ ル

（大韓民国籍）、１,９７０トン 

８８７６０１５（ＩＭＯ番号）、SUNACE SHIPPING CO., LTD 

Ｂ 漁船 芳
ほう

漁
りょう

丸、１１トン 

   ＡＣ２－３６１１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

航海士Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首に擦過傷 

Ｂ 船首外板及び船首甲板に割損及び一部脱落 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１０人が乗り組み、航海士Ａが船

橋当直を行い、立馬埼西南西方沖を約１２ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で南西進した。 

 航海士Ａは、左舷船首方に北進するＢ船を認め、Ａ船が保持船の立

場であり、Ｂ船が避航するものと思って動静を観察していたところ、

避航する様子が見えないので、ＶＨＦで呼び掛けたが、交信できず、

汽笛を吹鳴して注意喚起を行ったものの、Ｂ船が針路を変えずに接近

した。 

船長Ａは、汽笛を聞いて昇橋し、至近にいるＢ船を見て機関を中立

にし、右舵一杯を取ろうとしたものの、平成２５年１２月９日１４時

２８分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、操業を終えて南知多町日間賀
ひ ま か

漁

港へ向け、立馬埼西南西方沖を約１１kn の速力で北進中、船長Ｂ

が、操縦室の椅子に腰を掛け、手動で操舵しながら、船首方から視線

を外してＧＰＳプロッターの操作を行っていたところ、Ａ船と衝突し

た。 



 船長Ｂは、衝突するまでＡ船に気付かなかった。 

 船長Ａは、海上保安庁に連絡して本事故発生場所付近で錨泊を行

い、船長Ｂは、所属の漁業協同組合に連絡し、Ｂ船を日間賀漁港へ入

港させた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 Ｂ船は、レーダーを装備していたが、船長Ｂは、本事故当時、レー

ダーを使用していなかった。 

 船長Ｂは、本事故発生場所付近を約４０年間航行した経験を有して

おり、慣れた海域であったので、本事故当時、周囲の見張りがおろそ

かになっていたと感じた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、立馬埼西南西方沖を南西進中、航海士Ａが、左舷船首方か

ら接近するＢ船に避航する様子が見えないので、ＶＨＦで呼び掛けた

ものの、交信できず、汽笛を吹鳴して注意喚起を行い、また、昇橋し

た船長Ａが、機関を中立にして右舵一杯を取ろうとしたものの、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、立馬埼西南西方沖を北進中、船長Ｂが、ＧＰＳプロッター

の操作を行っていたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、立馬埼西南西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北

進中、船長ＢがＧＰＳプロッターの操作を行っていたため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れた海域を航行する場合でも、周囲の見張りを適切に行うこ

と。 

・衝突を避けるための動作は、早めに行うこと。 

 


